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入 札 公 告 の 訂 正

平 成 2 5 年 ５ 月 3 0 日 （ 号 外 政 府 調 達 第 9 9 号 ・ 1 0 ペ

ー ジ ） 掲 載 の 入 札 公 告 に つ い て 、 次 の 通 り 訂 正 し

ま す 。

平 成 2 5 年 ６ 月 2 8 日

経 理 責 任 者

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 本 部

総 務 部 長 佐 藤 美 幸

◎ 調 達 機 関 番 号 5 9 7 ◎ 所 在 地 番 号 1 3

１ の （ ２ ） ① 「 北 海 道 、 東 北 （ １ 道 ６ 県 ） （ 以 下

「 北 海 道 東 北 エ リ ア 」 と い う 。 ） に 所 在 す る 国 立

病 院 機 構 病 院 が 使 用 す る 検 査 試 薬 1 , 8 2 5 品 目 」 を

「 北 海 道 、 東 北 （ １ 道 ６ 県 ） （ 以 下 「 北 海 道 東 北

エ リ ア 」 と い う 。 ） に 所 在 す る 国 立 病 院 機 構 病 院

が 使 用 す る 検 査 試 薬 1 , 7 6 4 品 目 」 に 、 １ の （ ２ ） ②

「 関 東 信 越 、 東 海 北 陸 、 近 畿 、 中 国 四 国 （ １ 都 ２

府 2 7 県 ） （ 以 下 「 本 州 エ リ ア 」 と い う 。 ） に 所 在

す る 国 立 病 院 機 構 病 院 及 び 国 立 高 度 専 門 医 療 研 究

セ ン タ ー が 使 用 す る 検 査 試 薬 4 , 4 9 7 品 目 」 を 「 関 東

信 越 、 東 海 北 陸 、 近 畿 、 中 国 四 国 （ １ 都 ２ 府 2 7

県 ） （ 以 下 「 本 州 エ リ ア 」 と い う 。 ） に 所 在 す る

国 立 病 院 機 構 病 院 及 び 国 立 高 度 専 門 医 療 研 究 セ ン

タ ー が 使 用 す る 検 査 試 薬 4 , 3 8 4 品 目 」 に 、 １ の

（ ２ ） ③ 「 九 州 （ ７ 県 ） （ 以 下 「 九 州 エ リ ア 」 と

い う 。 ） に 所 在 す る 国 立 病 院 機 構 病 院 が 使 用 す る

検 査 試 薬 1 , 9 9 4 品 目 」 を 「 九 州 （ ７ 県 ） （ 以 下 「 九

州 エ リ ア 」 と い う 。 ） に 所 在 す る 国 立 病 院 機 構 病

院 が 使 用 す る 検 査 試 薬 1 , 9 7 8 品 目 」 に 、 １ の （ ５ ）

① 「 ( ２ ) で 示 す 検 査 試 薬 品 目 を 入 札 エ リ ア ご と に
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そ れ ぞ れ 入 札 に 付 す る 。 」 を 「 入 札 説 明 書 で 示 す

検 査 試 薬 品 目 又 は 入 札 説 明 書 で 示 す 検 査 試 薬 品 目

を 区 分 ご と に 取 り ま と め た も の （ 以 下 「 検 査 試 薬

品 目 群 」 と い う 。 ） を 入 札 エ リ ア ご と に そ れ ぞ れ

入 札 に 付 す る も の と す る 。 」 に 、 １ の （ ５ ） ③

「 落 札 者 の 決 定 に つ い て は 、 ② の 単 価 に 当 該 金 額

の ５ パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も

っ て 評 価 す る の で 、 入 札 書 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税

事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見

積 も っ た 契 約 金 額 の １ ０ ５ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る

金 額 を 記 載 す る こ と 。 」 を 「 落 札 者 の 決 定 に つ い

て は 、 ② の 単 価 に 当 該 金 額 の ５ パ ー セ ン ト に 相 当

す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 検 査 試 薬 品 目 群 に つ い て

は 、 ② の 単 価 に 当 該 金 額 の ５ パ ー セ ン ト に 相 当 す

る 額 を 加 算 し た 金 額 に 当 機 構 が 提 示 す る 品 目 ご と

の 予 定 数 量 を 乗 じ て 算 出 し た 額 の 検 査 試 薬 品 目 群

ご と の 総 価 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す

る 。 ） ） を も っ て 評 価 す る の で 、 入 札 書 は 、 消 費

税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額 の １ ０ ５ 分 の １ ０

０ に 相 当 す る 金 額 を 記 載 す る こ と 。 」 に 、 ４ の

( 6 ) 落 札 者 の 決 定 方 法 に つ い て 、 「 契 約 細 則 第 2 1 条

の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範

囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入

札 者 を 落 札 者 と す る 。 」 を 「 契 約 細 則 第 2 1 条 の 規

定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内

で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者

を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 本 州 エ リ ア の 生 化 学 的

検 査 （ Ｌ Ｄ Ｈ ） に 係 る 検 査 試 薬 品 目 群 に つ い て は 、

予 定 価 格 （ 総 価 ） の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を

も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者 の う ち 、 当 該 検

査 試 薬 品 目 群 ご と の 入 札 額 （ 総 価 ） を 予 定 数 量
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（ m L ） の 合 計 で 除 し て 算 出 し た 額 が 安 価 で あ る 上

位 ３ 位 ま で の 検 査 試 薬 品 目 群 に 係 る 入 札 者 を 落 札

者 と す る 。 」 に 、 ５ の （ ３ ） 「 N a t u r e a n d q u a n t

i t y o f t h e p r o d u c t s t o b e p u r c h a s e d : M e d i c

a l R e a g e n t , ① H o k k a i - d o T o h o k u a r e a 1 , 8 2 5 i t e m

s , ② H o n s h u a r e a 4 , 4 9 7 i t e m s , ③ K y u s h u a r e a

1 , 9 9 4 i t e m s . 」 を 「 N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h

e p r o d u c t s t o b e p u r c h a s e d : M e d i c a l R e a g e n

t , ① H o k k a i - d o T o h o k u a r e a 1 , 7 6 4 i t e m s , ② H o n s h

u a r e a 4 , 3 8 4 i t e m s , ③ K y u s h u a r e a 1 , 9 7 8 i t e m

s . 」 に そ れ ぞ れ 訂 正 い た し ま す 。


